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平成２２年度第１回血液事業部会運営委員会議事要旨 

 

日時： 平成２２年５月１８日（火） １４：００～１６：００ 

場所： 弘済会館 「菊」の間 

出席者：佐川委員長、大平、岡田、花井、半田各委員 

（事務局） 

亀井血液対策課長、光岡血液対策企画官、猪股課長補佐、難波江課長補

佐 

（採血事業者） 

日本赤十字社血液事業本部 田所経営会議委員、俵総括副本部長、日野

副本部長、百瀨安全管理課長 

 

議 題：  1. 委員長の選出及び委員長代理の指名 

2. 議事要旨の確認 

3. 感染症定期報告について 

4. 血液製剤に関する報告事項について 

5. 日本赤十字社からの報告事項について 

6. その他 

 

 

（審議概要） 

議題１について 

高橋孝喜委員長が血液事業部会長に就任したことに伴い、血液事業部会運営

委員会委員長を辞任されたことをうけて、薬事分科会血液事業部会運営委員会規

定第３条第１項に基づき、血液事業部会長より、半田誠委員が運営委員会委員と

して指名された旨が報告された。また、同規定第４条第１項に基づき、委員の互選

により佐川委員が委員長に選出され、更に同条第３項の規定に基づき大平委員が

委員長代理に指名された。 

 

 

議題２について 

議事要旨に関する意見等については、事務局まで連絡することとされた。 

 

 

議題３について 

感染症定期報告について、事務局から説明後、質疑応答がなされた。 
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議題４について 

事務局及び日赤から、供血者からの遡及調査の進捗状況、血液製剤に関する

報告事項、献血件数及びＨＩＶ抗体・核酸増幅検査陽性件数について説明後、下

記のような意見が出された。 

（血液製剤に関する報告事項関係） 

○ 供血後に何らかの感染症を発症した場合に、血液センター又は医療機関に自分は

献血をしたということをお伝え願えると、発症する前に投与された患者さんを特定で

き、また、新鮮凍結血漿は６か月の貯留保管をやっているので、医療機関に供給さ

れる前に回収することができるということで、今回の A 型肝炎の事例のように非常に

まれな疾患に関しては、供血した後に何らかの異変があった場合に血液センターに

連絡をくれるというのが輸血による感染を防ぐ一つの道だと思う。 

 

 

議題５及び６について 

（ＸＭＲＶに関する文献報告関係） 

岡田委員から、「ＸＭＲＶに関する文献報告」について報告後、XMRV につい

ては、現時点では、血液事業という観点から緊急的な対応は必要ないが、引き続

き情報収集を行って、新たな知見等が得られれば、この場で報告していただき、対

応を検討することとされた。 

 

 

（日本赤十字社血液事業本部組織の変更関係） 

日赤から、「日本赤十字社血液事業本部組織の変更」について報告があり、下

記のような意見が出された。 

 

○ 血漿分画部門についても、執行体制としては血液事業本部が統括すると理解して

いるが、完全に掌握して体制を強化するという意味で、血漿分画部門についても血

液事業本部が全面的に経営し、責任もとれる体制へ移行していただきたい。 

 

 

（フィブリノゲン関係） 

事務局から、フィブリノゲン製剤及び血液凝固因子製剤に関する公表等につい

て報告がなされた。 

 

 

 

以上 


